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「今後解明を進める記録等」の解明作業の進捗状況 
 

 

１．漢字カナ変換が行われた記録の漢字氏名の収録作業について 
 

（1） 漢 字 カナ変 換 が行 われた記 録 （約 １５４万 件 ）については、本 年 ２月 から４月 末 までを目 途 に、社 会 保 険 事 務 所 等 において、

年 金 手 帳 記 号 番 号 払 出 簿 等 により漢字 氏 名 を確 認のうえ、漢字氏名の収 録作業を行っている。 

 

（２） この収 録 作 業 については、４月 ２５日 現 在 、ほぼ全 てについて漢 字 氏 名 の確 認 ・収 録 が完 了 したところであり、今 後 、漢 字 氏

名 を収 録 した記 録 については、基 礎 年 金 番 号 の記 録 との突 合 せを行 った上 で、記 録 の持 ち主 である可 能 性 がある方 に対 して、 

７月を目 途に「記録のお知 らせ」を送付することとしている。【別紙１】 

 

 

２．住民基本台帳ネットワークによる調査について 
 

（１） 住 基 ネットによる調 査 を行 うことにより、「基 礎 年 金 番 号 を有 していない生 存 者 」、「５年 以 内 の死 亡 者 」などを特 定 し、解 明 を

必要とする記録を絞り込むこととしており、６月 までを目途に調査を実施中。 

 

（２） 「基 礎 年 金 番 号 を有 していない生 存 者 」のうち、年 金 受 給 に結 び付 くと思 われる方 （年 金 受 給 要 件 を満 たしている方 ）の記 録

については、今後、住基ネットによる調査により判明した住所宛てに６月より「記録のお知らせ」を送付することとしている。【別紙２】 

 

 

３．「婚姻等により氏名を変更した記録」の調査について 
 

（１） ４月 から送 付 を開 始 したすべての受 給 者 及 び加 入 者 への「ねんきん特 別 便 」に対 する回 答 において、旧 姓 の申 出 をいただい

ているところ。【別 紙 ２】 

 

（２） オンライン上 に既 に収 録 されている氏 名 変 更 履 歴 及 び申 し出 いただいた旧 姓 情 報 を活 用 した調 査 の実 施 に向 けて、プログラ

ム開 発等の準 備を進めている。 
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（別紙１） 

「今後解明を進める記録等」の解明・統合作業の実施に伴い、記録の持ち主 

である可能性のある方へ送付する「年金記録の確認のお知らせ」について 
 
 

【 送付時期 】  

１． 住基ネットによる調査で判明した基礎年金番号を有さない生存者で、年金受給に結び付くと思われる方 

《 送 付 時 期 》  平成２０年６月末及び７月末の２回に分けて送付 

 

２． 漢字カナ変換記録の氏名補正・突合せにより、記録の持ち主である可能性があることが判明した方 

《 送 付 時 期 》  平成２０年７月末～９月末の間に計８回に分けて毎週１回送付 
 
 

【 「年金記録の確認のお知らせ」等の内容 】  

  （別紙） 
 
 

【 電話相談等の対応 】 

○ 送付対象者からの電話相談については、「ねんきん特別便専用ダイヤル」とは別の「年金記録のお知らせ専用ダイヤル」

を設置。 
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サイズ：Ａ４
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〒

ご本人が病気、ケガなどにより記入で
きず、代理の方がこの回答票を記入され
た場合に、ご記入ください。

●その場合には、これらの記録の全部
または一部がご自身の記録であれば、

●複数の記録の持ち主である可能性がある
方の場合、「　　年金記録の確認の
お知らせ」に複数の記録が記載されて

います。

サイズ：Ａ４
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３．

②～⑤欄については、「年金記録の
確認のお知らせ」と同じ内容を予め
印字

サイズ：Ａ４
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サイズ：Ａ４
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ご
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し
ま
す
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『年金記録のお知らせ専用ダイヤル』
０５７０-ＸＸＸ-ＸＸＸ

－　 間違い電話が大変多くなっております。番号をよくお確かめの上、おかけください　－

※ I P 電話・PHSからは「０３－XXXX－XXXX」へお電話ください。
※ 通話料金は一般の固定電話の場合、接続先にかかわらず市内通話料金でご利用いただけます。
　（なお、携帯電話の通話料金は、全額お客様の負担となります。）

 

（受付時間） ○月～金曜日：午前９時～午後８時まで
○第２土曜日：午前９時～午後５時まで

※ 第２土曜日以外にも休日に相談を受け付けている場合があります。詳しくは社会保険庁ホームページ（http:/www.sia.go.jp/）
をご覧ください。

※ オンラインの稼働時間によっては、ご照会の回答を翌日以降にさせていただくことがありますので、ご了承ください。
サイズ：Ａ４
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親 展

　〒168-8505
東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号
『○○ 』

電話 ０５７０－ＸＸＸ－ＸＸＸ
※ＩＰ電話・PHSからは「03-ＸＸＸＸ-ＸＸＸＸ」にお電話ください。

年金記録の確認お知らせ（２０００万件）　送付用封筒イメージ

今回、あなた様のものである可能性が高い
記録が見つかりました。
十分お確かめいただいた上で、
必ず、ご回答をお願いいたします。

【　表　】

【　裏　】

重 要

料金後納
郵便

※ 封筒の色については、今後、変更があり得る。
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「旧姓履歴の申出集中キャンペーン」の実施結果について

【旧姓記録の判明件数の推移】

○ 広報や企業等の協力により、旧姓の履歴の申出の促進を図ることとし、特に、本年２月か
ら３月までの間を「旧姓履歴の申出集中キャンペーン期間」と位置付け、その周知を図ってき
たところである。

○ チラシ約３００万枚を全国で配付するとともにインターネット、女性誌・省内広報誌などへの
記事掲載、政府広報によるテレビ及び新聞・雑誌広告、ポスターを用いて周知・広報を実施。

【実施結果】
キャンペーン期間中の旧姓履歴の申

出による、旧姓記録の判明状況は次の
とおりである。(なお、４月以降において
も一定の効果は継続するものと考えら
れる。)

平成２０年２月 前年比 約１．５倍
（１７，８８９件、前年同月 １２，１７８件）

平成２０年３月 前年比 約１．９倍
（２４，８８２件、前年同月 １３，０６０件）

（別紙２）

9



(単位は千件）

平成18年6月1日現在 平成20年2月末現在 平成20年3月末現在 平成20年4月末現在

未統合記録 50,951 46,786 46,268 45,534

統合済件数 － 4,165 4,683 5,417

基礎年金番号に未統合の記録数の状況について

※ 平成20年3月末現在における 国民年金の基本情報に「第3号被保険者」の登録がある記録数は276 601件であり そのうち 特別便の発送対象となった※　平成20年3月末現在における、国民年金の基本情報に「第3号被保険者」の登録がある記録数は276,601件であり、そのうち、特別便の発送対象となった
　　受給者の記録は7,500件、特別便の発送対象となった被保険者の記録は、80,288件、今後解明を進める記録は57,131件である。
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厚生年金旧台帳等の記録（１，４６６万件）のうち、持ち主である可能性のある方へ 
送付する「記録のお知らせ」について 

 
 
【お知らせの内容及び確認方法】 
  ○ 厚生年金旧台帳等の記録（１，４６６万件）は、持ち主が既に７０歳を超えていること、記録が昭和２９年以前のものであ

ることから、ご本人に記録を思い出していただくためには特別な配慮が必要となる。 

  ○ このため、「記録のお知らせ」により、ご本人に対し、古い記録の中に持ち主の可能性が高い記録が見つかった旨をお知らせ

したうえで、社会保険事務所等からご本人に確認させていただくための連絡先情報（氏名、住所、電話番号）を「回答はが

き」に記入して返信いただき、後日、社会保険事務所等からご記入いただいた連絡先に電話などによりご本人に直接確認の

ご連絡をさせていただき、丁寧に記録の確認を行う。 
 

【お知らせの送付時期等】 
  ○ 送付時期    平成２０年５月２９日 

  ○ 送付数     約７０万件 
 

【記録のお知らせの内容】 （別紙） 
 

【送付後の対応等】 
○ 「回答はがき」によりご連絡先のご返信をいただき、その方の旧台帳記録を順次準備したうえで、その記録を基に、社会保

険事務所からご本人に電話連絡をとって、具体的な情報をお伝えし、確認を行う。 

○ 「回答はがき」によりご返信をいただいてから、社会保険事務所よりご本人にご連絡するまでの期間    概ね１月 
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 ～大切なお知らせです。 

   必ずご回答をお願いします～ 

 

 

社 会 保 険 庁 

年金加入記録の 

 確認のお知らせです。 

12



 

 

現在、社会保険庁では、管理している古い年金加入記録のうち、記録の持ち

主がわからないものについて、持ち主を捜す作業を行っています。 

今回、昭和２９年４月１日以前に退職や転職が行われ、その時点で加入歴が

途切れている記録の中に、あなた様のものである可能性が高い記録が見つかっ

たため、ご連絡いたしました。 
 
 

記録が確認されれば正しい年金額をお受け取りいただけますので、あなた様

の記録であるかどうか確認させてください。つきましては、大変恐縮ではござ

いますが、右の返信用はがきに、お名前、ご住所、電話番号をご記入の上、切

り離し、同封の目隠しシールを貼って、ご返信ください。 
 

後日（ご返信いただいてから概ね１カ月前後）、ご記入いただいた連絡先に、

お電話などにより確認のご連絡をさせていただきますので、その際は、ご協力

くださいますよう、何卒、よろしくお願いいたします。 

                                  社 会 保 険 庁 

電話番号： 

キ リ ト リ 線 

キ 

リ 

ト 

リ 

線 

照会番号 

郵便番号 

ご住所： 

お名前： 

回 答 は が き 

 疑 問 な 点 が あ れ ば   

『ねんきん特別便専用ダイヤル』へ！ 

０５７０ ｰ ０５８ － ５５５ 
 

※ＩＰ電話・ＰＨＳからは「03-6700-1144」にお電話

ください｡ 

（受付時間）    

  ○月～金曜日：午前９時～午後８時まで 

  ○第２土曜日：午前９時～午後５時まで 

 

年金記録の確認の流れ 
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 年金加入記録の確認のお知らせです。 
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を
い
た
し
ま
す
。 

 

（
ご
返
信
い
た
だ
い
て
か
ら 

 
 

概
ね
１
カ
月
前
後
） 

◎ご記入いただいた内容については、社会保

険庁が年金記録を確認する目的以外には使

用いたしません。 

（このお知らせは、「ねんきん特別便」をお送りしている方にもお届けしています。） 

13



親 展

　〒168-8505
東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号
『 』

電話 ０５７０－０５８－５５５
※ＩＰ電話・PHSからは「03-6700-1144」にお電話ください。

旧台帳記録のお知らせ 送付用封筒イメージ

料金後納
郵便

今回、あなた様のものである可能性が高い記録
が見つかりました。
大変恐縮ですが、同封の返信用はがきにより、
必ず、ご回答をお願いいたします。

【　表　】

【　裏　】

重 要
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